
 

        霞台組合第 272 号 

令和 5 年 11 月 6 日 

 

ヒルサイドレイク環境テクノロジー株式会社 

代表取締役 峰村 健  殿 

 

            霞台厚生施設組合 

            管理者 谷島 洋司  

 

 

是 正 勧 告 書(通 告) 

 

霞台厚生施設組合クリーンセンターの運営管理における、霞台厚生施設組合新広域ごみ処理施設

整備・運営事業 運営業務委託契約に違反する不適切業務については、所定期日までに是正の上、

遅延なく報告するよう勧告します。 

この勧告は、「契約書別紙 1 モニタリング実施要領等」「2 モニタリングの方法」「(3)業務の改善

についての措置」に基づき進めるものです。 

なお、業務の改善が確認されない場合は、所定の手続きを進めます。併せて、改善対策、改善期

限、再発防止策等を記載した「業務改善計画書」を 11 月末までに提出してください。 

 

記 

 

契約条項等 違 反 事 項 是正期日 

第 5 条 2 項、 

第 15 条 

要求水準書に基づいた適切な排水処理を行わず、機器

冷却水を雨水排水として放流した。 
即日 

第 42 条 
発注者モニタリングにおいて不適切な排水業務に関す

る一切の報告をしなかった。 
即日 

   

 


